
 

               

 

 

 
  

和歌山市要保護児童対策地域協議会の開催について 

 
１ 開催日時 

  ・令和７年１１月２１日（金） １５時００分～１７時００分 

２ 開催場所 
  ・和歌山城ホール４階会議室１（住所：和歌山市七番丁２５−１） 

３ 協議内容 

  ・和歌山市要保護児童対策地域協議会について 

  ・令和６年度事業報告について 

  ・虐待死亡事案について 
  ・ヤングケアラー支援について 

４ 参加者 

  ・要保護児童対策地域協議会の受嘱委員、和歌山市長 

 

５ その他  

・公開（入室）は挨拶までとなります 

担 当 課 こども家庭センター 

担 当 者 和田、武嶋 

電    話 （073）402－7830 

内    線 ― 

資 料 提 供 

令和７年１１月１8 日 

 和歌山市要保護児童対策地域協議会とは、平成１６年の児童福祉法改正により虐待を受けている

こどもを始めとする要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として法的

に位置づけられた協議会のことです。 

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がそのこども等に関する情報や考え

方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要となります。当協議会は、多数の関係機関の

円滑な連携・協力を確保するための調整機関として役割を担っています。 

本市においては、平成２５年に和歌山市要保護児童対策地域協議会条例を制定し、要保護児童等の

早期発見、迅速かつ適切な保護及び支援のための地域における体制の整備、児童虐待の予防及び防止

を図るための方策について、年１回当協議会を開催し、有識者及び市関係機関で協議しています。 

 

 


